
（回答日：12月23日）

番号 質問項目 質問事項  回答内容

1
１）仕様書　3ページ

①市民意識調査の実施

市民意識調査の実施時期はいつ頃を想定されていますか。

また、想定されている回収率をご教示ください。

なお、封筒は貴市にて確保されると記載されていますが、返送先

や料金受取人払等、発送に必要な文言が印刷されたものを提供い

ただけるのでしょうか。

市民意識調査の実施時期は、令和7年3月～4月を想定しています。

また、回収率は30～35％を想定しております。（前回回収率：30.4％）

なお、封筒につきましてはお見込みのとおり、発送に必要な事項を印刷し

た封筒をご提供いたします。

2

２）仕様書　3ページ

③学生を対象とした意

見交換会の実施

意見交換会は何人くらいの規模を想定されていますか。

また、学生は小・中・高・大等、どの年齢層を想定されています

か。

意見交換会は、現時点では20～30人ほどの規模を想定しております。

また、対象は中学生～大学生を想定しております。

3

３）仕様書　4ページ

（5）審議会・庁内連絡

会議運営支援

予定されている審議会の開催スケジュールをご教示ください。 現時点では、5月・7月・10月・1月の開催を予定しております。

4
４）募集要項　1ページ

(4)業務費限度金額

前回の契約金額をご教示ください。また、前回の仕様書を提供い

ただけないでしょうか。

前回（平成28年3月策定、第3次男女共同参画推進計画）につきましては、

契約金額は1,533,600円(委託期間：平成27年6月～平成28年3月)となってお

ります。

また、仕様書につきまして追加資料1の通り提供いたしますが、前回の仕様

書からは、業務支援内容などを大きく変更しておりますので、ご留意くだ

さい。

質問に対する回答書

業務名：第４次泉大津市男女共同参画推進計画策定支援業務



5

募集要項ｐ3

６．参加資格確認申請

書の提出＞ (1)提出書類

＞ ③④ について

同種計画の実績がある会社と合流しましたが、合流前の会社の実

績（契約書を含む）についても弊社実績カウント（契約書を含

む）として有効という認識でよろしいでしょうか。

お見込みの通りです。合流前の会社の実績につきましても実績に含んでご

提出ください。

6

募集要項ｐ5

(6) 提出書類作成の留意

事項 ＞ ウ について

「企画書には、会社名、ロゴマーク等、作成者が誰であるか分か

る表示は一切しないこと。」とありますが、副本として一緒に提

出する『提案書（様式８）』等の会社名記載部分にはマスキング

をするという認識でよろしいでしょうか。

＜9.提案書類などの提出（募集要項4ページ）＞において、「提案書等以下

の書類を作成し、正本1部、副本6部（複写可）の計7部を提出すること。」

としていますが、『ア-提案書（様式8）』は、提案書（様式8）に添付され

る『イ-企画書』、『ウ-見積書』等の表紙（鏡文）となりますので、事務

局のみで取り扱う書類となります。

よって、『ア-提案書（様式8）』に関しては、マスキングを行わず、ま

た、副本への添付も必要ないため、1部のみ提出してください。

なお、『ア-提案書（様式8）』以外の書類（『イ-企画書』、『ウ-見積

書』『エ-工程計画表』、『オ-業務実施体制調書（様式9）』）につきまし

ては、選定委員に公開し審査を行うための資料となることから、公正な視

点で企画内容を審査する必要があるため、正本・副本を問わず、会社名等

の記載はマスキング（または削除）してください。

また、第2次審査（プレゼンテーション・ヒアリング）において、パワーポ

イントやプレゼンテーションソフトで使用する資料についても同様に審査

のための資料となることから、作成者の特定につながる表示は一切行わな

いようにしてください。

7

仕様書ｐ3

(3) 意識調査に係る業務

支援 について

返信用封筒は、宛先の印刷も貴市が行って受託者に支給するとい

う認識でよろしいでしょうか。

お見込みの通りです。発送に必要な事項を印刷した返信用封筒をご提供い

たします。

8

仕様書ｐ4

(3)③学生を対象とした

意見交換会（ワーク

ショップ）の実施 2)に

ついて

ワークショップの開催にあたり、参加者は何人ぐらいを想定して

いますでしょうか。また、派遣するファシリテーターの人数につ

いては、提案者の提案によりますでしょうか。

ワークショップの想定参加人数につきましては、現時点では20～30人ほど

の規模を想定しております。（質問２をご確認ください。）

また、ファシリテーターの人数については、お見込みの通り、提案者の提

案によります。


